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は じ め に  

 

中 期 財 政 計 画 の 目 的 ・ 役 割  

 地 方 自 治 体 は 、 三 位 一 体 の 改 革 な ど 地 方 財 政 を 取 り 巻 く 環 境 が め ま ぐ るし く 変 化 す る 中 に お い て 、 津 別 町 は 町 民 の 皆 様 に 支 え ら れ 、 厳 し い 状 況 を乗 り 越 え て き ま し た 。  今 後 の 地 域 主 権 改 革 は 、地 方 分 権 改 革 推 進 委 員 会 の 第 ３ 次 勧 告 を 踏 ま え 、地 域 主 権 戦 略 会 議 に お い て 段 階 的 に 進 め ら れ て い く こ と と な り ま す 。 新 政権 は 、 平 成 ２ １ 年 度 末 の 国 会 に お い て 、 法 令 に よ る 自 治 体 の 義 務 付 け ・ 枠付 け の 見 直 し を 柱 と す る 「 地 域 主 権 推 進 一 括 法 案 」 や 「 国 と 地 方 の 協 議 の場 設 置 法 案 」 な ど の 成 立 を 目 指 そ う と し て い ま す 。 平 成 ２ ２ 年 度 に お い ては 、 一 括 交 付 金 や 国 出 先 機 関 の 原 則 廃 止 な ど の 考 え 方 を 示 す 「 地 域 主 権 戦略 大 綱 」を 策 定 し 、基 礎 自 治 体 へ の 権 限 移 譲 や 地 方 税 財 源 の 充 実 確 保 な ど 、地 域 主 権 の 実 現 に 向 け た 取 り 組 み が 今 後 よ り 一 層 本 格 化 ・ 加 速 化 し て い くこ と と な り ま す 。   地 域 主 権 改 革 は 改 革 の 途 中 で す が 、 今 後 も 地 方 財 政 の 変 革 は 続 い て い きま す 。 地 方 の 経 済 情 勢 に つ い て は 、 米 国 経 済 の 急 速 な 悪 化 に 端 を 発 す る 世界 金 融 危 機 と 世 界 同 時 不 況 の 影 響 を 受 け 、 長 期 的 な 景 気 後 退 局 面 に 陥 っ てお り 、 雇 用 情 勢 の 悪 化 や デ フ レ ス パ イ ラ ル の 悪 循 環 の 中 、 景 気 回 復 の 道 筋を 見 い だ せ ず に い ま す 。   こ の よ う な 中 で 、 国 は 「 財 政 運 営 戦 略 」 が 閣 議 決 定 さ れ 、 財 政 健 全 化 の目 標 に 関 し て は 、 国 ・ 地 方 の 基 礎 的 財 政 収 支 に つ い て 遅 く と も ２ ０ １ ５ 年度 ま で に 赤 字 の 対 Ｇ Ｄ Ｐ 比 を ２ ０ １ ０ 年 度 の 水 準 か ら 半 減 し 、 遅 く と も ２０ ２ ０ 年 度 ま で に 黒 字 化 す る こ と を 目 標 と し て い ま す 。   こ の よ う な 厳 し い 情 勢 の 中 に あ っ て も 、 津 別 町 第 ５ 次 総 合 計 画 の 戦 略 方針 を 踏 ま え 、 限 ら れ た 財 源 を 有 効 に 活 用 し 、 住 民 総 参 画 に よ る 津 別 町 の 発展 に 努 め て い く 必 要 が あ り ま す 。   こ の た め 、 将 来 的 に 持 続 可 能 な 行 財 政 基 盤 を 確 立 す る た め 、 更 に 行 財 政改 革 を 推 し 進 め 、 財 政 の 健 全 性 を 確 保 す る た め に 「 津 別 町 中 期 財 政 計 画 」を 策 定 し ま す 。  
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中期財政計画の役割  
 
         総合計画総合計画総合計画総合計画のののの基本構想基本構想基本構想基本構想のののの実現実現実現実現     

    ◆将来にわたり持続可能な財政運営の実現  

 

    行動計画の取り組み  

    ◆ 地域経営  ◆ 住民自治  
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１  津 別 町 の 財 政 状 況  

 

（ 1）  歳 入 状 況⇒国又は 道 か ら の 財 源 に 大 き く依存し て い ま す 。  

 津 別 町 に入っ て く る お 金（歳入）に は 様々な種類が あ り ま す が 、 大 きく 分 け て 自 主 財 源 と依存財 源 に 分 け る こ と が で き ま す 。 自 主 財 源 と は 町が 自 主 的 に 収入す る も の で 、依存財 源 と は 国又は 道 の意思決 定 に 基づき収入さ れ る も の で す 。  自 主 財 源 の 町 税 は 、 平 成元年 度 か ら 平 成９年 度 ま で は６億４千万円 程度 あ っ た も の が 、 平 成 ２ １ 年 度 は ５億４千万円程度 と な っ て い る 。 こ の要因と し て人口の 減少や人口構造に よ る も の で 、 今 後 も 減少傾向 に あ るも の と 推測さ れ る と ころで あ り ま す 。  依存財 源 の 地 方 交 付 税 は 、歳入割合 を 大 き く占め 、 本 町 の歳入の根 幹を な し て い ま す 。  地 方 交 付 税 は 、 平 成４年 度 か ら 平 成 １４年 度 ま で ３ ０億円か ら ３６ 億円程度 と 推 移 し た が 、 国 の 財 政 健 全 化 方 針 に 則 り 、 平 成 １ ３ 年 度 か ら 減額傾向 と な っ た と ころで す 。特に 平 成 １６年 度 の 国 の 三 位 一 体 改 革 後 、更 な る 減額と 推測し て い ま し た が 、都市と 地 方 の 格差な ど論議 さ れ 、 ここ数年 に お い て は 、 ２７億円か ら ２８億円程度 に 交 付 さ れ て き た と ころで す が 、 国 の 財 政事情等に お い て 地 方 交 付 税 を 取 り 巻 く 環 境 は引き 続 き厳 し い も の と思われ ま す 。  こ の よ う に 、 本 町 の歳入は 、 自 主 財 源 が乏し く 、 国等の依存財 源 で 賄われ て い る こ と か ら 、 国 の動向如何に よ っ て は 、 厳 し い 財 政 運 営 が余儀な く さ れ る こ と が 推察さ れ ま す 。  
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 歳入の 推 移  

637,089 610,298 575,890 638,928 648,469 641,530 647,119 647,219 635,809 569,463 608,441 566,095 568,333 548,112 517,186 571,373 564,568 543,744 602,801 547,594 539,199533,004 973,123 922,703 945,108 1,196,875 1,125,643 1,215,802 1,662,500 1,549,891 1,350,237 1,125,689 948,224 931,728 931,275 803,251 701,199 681,417 706,134 620,7462,644,205 2,797,891 2,896,443 3,244,385 3,243,249 3,230,143 3,343,840 3,397,597 3,464,026 3,494,229 3,605,840 3,077,796 2,969,242 2,752,050 2,762,555 2,741,573 2,726,123 2,791,435 2,839,645568,017 581,830 695,580 1,479,992 1,204,946 1,214,873 1,036,870 1,234,057 617,699 506,794 405,678 397,176 314,034 1,404,314 291,307 344,284 1,598,192226,750 229,500 487,200 600,600 752,000 1,099,900 1,128,300 1,728,129 1,856,771 1,061,900 1,123,800 497,000 549,200 446,300 317,400 306,600 213,483 221,513 390,966
1,431,6161,316,067 3,586,246 3,372,152

2,855,914752,6031,351,304 464,579218,075 581,600 189,525200,372216,298274,652262,622254,974231,639222,653255,629257,512163,633 192,584 193,107 182,489 192,789 205,314 203,182 203,148 179,001 223,629 230,194

02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,000

元年度２年度３年度４年度５年度６年度７年度８年度９年度１０年度１１年度１２年度１３年度１４年度１５年度１６年度１７年度１８年度１９年度２０年度２１年度地方税 その他自主 地方交付税 国・道支出金 地方債 その他依存主要財源（町税、交付税、町債）の推移  

637,089 610,298575,890638,928 648,469641,530 647,119 548,112517,186647,219 635,809 569,463608,441 566,095568,333 571,373 564,568543,744602,801 547,594 539,199
2,644,2052,797,8912,896,4433,244,3853,243,2493,230,1433,343,8403,397,5973,464,0263,494,2293,605,840 3,586,2463,372,152 3,077,7962,969,2422,752,0502,762,5552,741,5732,726,1232,791,4352,839,645

218,075226,750229,500 487,200 600,600581,600 752,0001,099,900 1,128,3001,728,129 1,856,7711,061,9001,123,800497,000 549,200 213,483 221,513390,966446,300 317,400306,6000500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,000

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度１０年度１１年度１２年度１３年度１４年度１５年度１６年度１７年度１８年度１９年度２０年度２１年度町税 地方交付税 町債
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（ ２ ） 歳 出 の 状 況    津 別 町 か ら 出 て い く お 金（歳 出） に も 様々な種 類が あ り ま す が 、 歳出 を性質別 に捉え る と 、 経常的 経費と投資的 経費に 大 き く 分 け る こ と が で き 、経常的 経費の 中 で も人件費・扶助費・公債費は 義 務 的 経費と呼ばれ て い ます 。   義 務 的 経費は 、 法 令 の規定 や そ の 性質上、 必 ず 支 出 し な け ればな ら な い経費で 、容易に削減 で き な い 経費で あ り 、 こ の 義 務 的 経費の割合 が高く なる と 、他の 経費に 充 て る 財 源（歳入）の余裕が無く な っ て し ま う こ と に なり ま す 。   こ の 中 で 、人件費に つ い て は 、過去の 退職不補充 な ど の 要因と起債を極力抑え た こ と に よ り公債費が徐々に 減少傾向 と な っ て い ま す 。  こ こ で は 、各年 度 に お け る普通建設事業に つ い て 分析し ま す 。普通建設事業費は 、補助事業費と単独事業費に区分 さ れ る と ころで す が 、特に 、単独事業費に つ い て は 、 財 政 状 況 を判断し て 後 年 度 に 先送り又は抑制す る こと に よ り 、財 政 を維持 す る こ と と な り ま す が 、過去のバブル 期 に お い て は 、全 国 の多く の 自 治 体 と 同 様 に 、 本 町 に お い て も普通建設事業の 大 き な伸びが 後 年 度 の 財 政 運 営 に重く圧し掛か か っ た と ころで す 。  

 歳出（性質別）の推移  

1,0461,1391,2181,2781,3531,3751,4271,4441,4521,4871,5161,2781,2721,2381,1631,1291,0791,0441,0331,0601,044

532583648664687
775784864861924951943910844767745666625631665678

236238250275271298313220

407610484584537
563590616746787

793761682763615618568527501566618

884 1,0481,3081,381 1,9651,7512,190 2,9703,0673,376 5,0212,2431,937652464535410 1,367272327 1,490

744 613 617 615 597580 577 550588 634 6737328009641,0811,1351,155 1,1041,0661,015 957

594 947656 785 661700 658 491 520 262 564378430261487344349 440391344 395

276 268343 462 382415 469 518451 473 488574610604575482493 500481512 622
119573943435768
484332 3033382724262830273117

224211204215219229
134152149

72686556 114 68 853 77150 265 32 19 2481871342325227 6733 333 39 5 5 10 5 29 11106899 68431723200 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000元年度２年度３年度４年度５年度６年度７年度８年度９年度１０年度１１年度１２年度１３年度１４年度１５年度１６年度１７年度１８年度１９年度２０年度２１年度

人件費 物件費 維持補修費 扶助費 補助費等 普通建設事業災害復旧費 公債費 積立金 投資及び出資金 貸付金 繰出金
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性質別の推移（義務的経費、投資的経費、その他）  

1,048,312 1,376,2622,233,914 2,736,4661,800,881 2,455,876 3,086,0413,563,146 5,269,852 883,166 410,064 1,433,4971,846,819 2,174,992 2,568,546 2,362,660 2,488,530 2,534,056 2,488,877 2,837,521
2,680,801 2,529,361 2,568,556 2,250,538 2,123,789 2,138,772 2,050,583 2,147,5862,294,1582,314,5852,351,2782,444,8672,488,294 2,229,7082,463,6472,335,3882,223,5892,158,9352,502,0902,419,5682,310,7652,267,8642,254,3872,192,5492,185,6551,965,7791,902,7761,816,4981,845,972 1,489,939326,821305,446561,981515,9552,243,144 2,070,7933,001,788997,368

2,383,1032,623,2352,462,039 2,524,297 2,716,607
02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,000

元年度２年度３年度４年度５年度６年度７年度８年度９年度１０年度１１年度１２年度１３年度１４年度１５年度１６年度１７年度１８年度１９年度２０年度２１年度義務的経費 投資的経費 その他経費
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 目的別歳出の推移

1,2881,7341,5591,7632,0371,5671,5761,7401,6021,2141,4411,4581,3461,1231,2501,0491,0811,0251,0449941,273

563 589620667 9101,3261,0351,0471,1111,1751,2601,0391,170662700700687678679722 752

307 311317 506 3815464465755081,142 1,325713864660643599516507480504 540

615 819701 943 938894939 1,3381,5811,190 2,7261,401885509488517380 1,393234280 1,204

458 596656 683 9096701,006 749 1,150938 1,018596504514415354295 343281336 385

361 317353
301

369 411667 479 4675481,084 1,457 9951,510 1,465841955576537554524 435477499 627

110 833 768744 613617 615 696673 577 550588 634 6738458009641,0811,2141,155 1,1041,0661,015 9576065779198
959088

6668658010210511110910810011010180

111117 27 98 333 34 41211121112

475149 4641 54 5060 60 63 1531372006361 68585052 5667 188 206210 238 228243282 260 280286271
257257 261234 229 24933 6527 51230 129 248187193126149670 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000元年度２年度３年度４年度５年度６年度７年度８年度９年度１０年度１１年度１２年度１３年度１４年度１５年度１６年度１７年度１８年度１９年度２０年度２１年度

議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林業費 商工費土木費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費 諸支出金
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（ ３ ） 収 支 の 状 況    津 別 町 の 財 政 運 営 は 、 今 ま で蓄え て き た各種基 金 や 町債な ど の 活 用 を図り 、 財 源 の 確 保 を 行 っ て き ま し た 。   こ れ を 、 実質収 支 と 実質単年 度 収 支 と い う ２ つ の 指 標 で説明し ま す 。  

 実質収支と実質単年度収支の推移のグラフ  

68,868 59,193 80,906 56,767 73,769 113,280 86,221 74,795 103,488 88,045 52,335 48,210 60,815 24,360 50,28121713
△ 24139

17002 39511
△ 16838

28693
△ 15443 △ 35381 12605 △ 36455 2592155,627 80,005 91,633 52,664 56,515 45,710△ 33275△ 13241△ 18581 △ 4180 △ 66253566 6216 5412 3851 2500

-60,000-40,000-20,000020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度実質収支 実質単年度収支 実質収 支 は 、入 っ て き た お 金 （歳入 決算額）か ら使っ た お 金（歳 出 決算額）と翌年 度 に繰り 越 し た お 金（翌年 度繰越額）を単純に差し引い た も ので す 。  こ れ に は 、 基 金 を 使っ て得 た お 金 も 、 基 金 に 積立 て た お 金 も含 ま れ て おり 、ほとんど の 地 方 自 治 体 で 黒 字（プラ ス）に な っ て い ま す 。  こ れ に 対 し て も 、 基 金 の 中 で最も 影 響 が 大 き い 財 政調 整基 金 の 積立 や 取崩し が無か っ た ら ど う な っ て い る か を表し た も の が 、実質単年 度 収 支 で す 。 津別町の実質単年度収支は、  

-50,000-40,000-30,000-20,000-10,000010,00020,00030,00040,00050,000

元年度２年度３年度４年度５年度６年度７年度８年度９年度１０年度１１年度１２年度１３年度１４年度１５年度１６年度１７年度１８年度１９年度２０年度２１年度実質単年度収支
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（ ４ ） 基 金 残 高 の 状 況   基 金 と は 、家計 で い う預貯金 に あ た る も の で す 。   津 別 町 で は 、 平 成 １６年 度 の 国 の 三 位 一 体 改 革 後 、 地 方 財 政 は 厳 し くな る こ と を 推測し 、極力基 金 を 取 り崩さ な い で 財 政 運 営 を 行 っ て き ま した 。   し か し 、 一 度 に 多額の 経 費が か か る事業に つ い て は 、 基 金 の 取崩し によ っ て 財 源 の 確 保 を 行わな け ればな ら な い こ と も 考 え ら れ ま す が 、預貯金 が底を つ き 、 財 政 の 赤 字 を埋め る こ と が で き な く な る よ う な 財 政 運 営は 決 し て 行 っ て は い け な い と 考 え て い ま す 。  

 基金の推移（財政調整基金、減債基金、特定目的基金）  
 

335,848401,602480,135439,808480,392486,911491,949481,503484,969459,576452,427416,612468,434505,018587,321590,543594,151633,823658,550666,600666,854

434,353651,941756,916857,206814,587763,534711,716669,346640,097609,182584,470554,983547,895490,826294,686

1,232,884 1,846,274 2,100,123 2,636,5552,837,5833,117,6483,289,3073,216,7842,866,2352,462,8472,376,0372,153,4861,919,4381,628,0151,679,1351,584,7581,487,7971,594,1721,665,8121,704,7641,845,162150,315149,781152,982157,761193,576190,822

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000元年度２年度３年度４年度５年度６年度７年度８年度９年度１０年度１１年度１２年度１３年度１４年度１５年度１６年度１７年度１８年度１９年度２０年度２１年度

財政調整基金 減債基金 その他特定目的基金  財 政調整基 金 は 、 年 度間の 財 源調整と い う役割を担っ て い る も の で 、一 時 的 に 財 源 が 不足し た 場 合 の穴埋め と し て使われ て お り 、津 別 町 で は 、毎年 度 の 決算差額 （歳入－ 歳出）の ２ 分 の １ 以上を こ の 基 金 に 積立 て てい ま す 。  減債基 金 は 、借金 の返済（公債費）の 財 源 と し て使われ ま す 。  特定 目 的 基 金 は 、 公共施設 の整 備、 地 域振興 の た め や バス の 運 行 な ど個々の 目 的 を達成 す る事業の 財 源 と し て の み使 用 可 能 な 基 金 が あ り ま す 。 津別町には現在、次の基金があります。  
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 （単位：千円）  区分  平成２０年度末基金残高  平成２１年度末基金残高  １ 財政調整基金  ６６６，６００  ６６６，８５４  ２ 減債基金  １４９，７８１  １５０，３１５  ３ 特定目的基金  １，６７２，６９４  １，７８６，３８８   地域振興基金  ３８２，７３１  ５１３，８８６  
 公共施設等整備基金  ７０１，３４８  ７１９，１７９  
 福祉基金  ５６，２１８  ５２，１５０  

 代替輸送確保対策基金  ５１５，６６１  ４８２，８０４  学校教育施設整備基金  ９，０４３  ９，０７５  丸玉産業森づくり基金  ６，８１３  ８，０１２  

 ふるさとつべつ応援基金  ８８０  １，２８２  ４ 土地開発基金  ３２，０７０  ５８，７７４  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ５ ） 町 債 残 高 の 状 況  地 方債（町債）と は 、家計 で い うローンに あ た る も の で す 。  地 方 自 治 体 で は 、原 則 、赤 字 の穴埋め 目 的 は で の借金 は で き ま せんが 、国 の 減 税 政 策等に よ る臨時 財 政 対 策 債な ど の 赤 字借金 が特例措 置 と し て認め ら れ て い ま す 。  津 別 町 で は 、公共施設 の建設 な ど 、一 度 に多額の 経費が か か り 、か つ 、将 来 そ の 施設 を使 う 世代に も負担し て も ら う の が妥当 な 場 合 に 限 っ て 町債を 発 行 し 、 国 な ど か ら借 金 を し 、 歳入を 確 保 し て き ま し た 。 こ の こ とを起債と い い ま す 。  
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 町債残高の状況（町債残高、新規発行、元金償還額、利子償還額、公債費）  町債残高の状況

2.22.22.22.2 4.94.94.94.9 5.85.85.85.8 6.06.06.06.0 7.57.57.57.5 11.011.011.011.0 11.311.311.311.3 18.618.618.618.6
10.610.610.610.6 11.211.211.211.2

4.94.94.94.9 3.83.83.83.8 4.04.04.04.0 4.14.14.14.1 5.05.05.05.0 4.84.84.84.8 3.93.93.93.9 3.53.53.53.5 3.83.83.83.8 4.34.34.34.3 4.64.64.64.6 5.15.15.15.1 5.85.85.85.8 7.57.57.57.5 8.98.98.98.9 9.69.69.69.6 10.010.010.010.0 9.79.79.79.7 9.59.59.59.5 9.19.19.19.12.52.52.52.5 2.32.32.32.3 2.22.22.22.2 2.02.02.02.0 1.91.91.91.9 1.91.91.91.9 1.91.91.91.9 1.91.91.91.9 2.02.02.02.0 2.02.02.02.0 2.12.12.12.1 2.22.22.22.2 2.22.22.22.2 2.12.12.12.1 1.91.91.91.9 1.71.71.71.7 1.51.51.51.5 1.41.41.41.4 1.21.21.21.2 1.01.01.01.0 0.90.90.90.9
17.317.317.317.3

2.32.32.32.32.32.32.32.3 5.05.05.05.0 5.55.55.55.5 4.54.54.54.5 3.23.23.23.2 3.13.13.13.1 2.12.12.12.1 2.22.22.22.2 3.93.93.93.9 8.78.78.78.738.538.538.538.5 37.037.037.037.0 35.335.335.335.3 36.036.036.036.0 36.836.836.836.8 38.038.038.038.0 41.741.741.741.7 49.149.149.149.1 56.656.656.656.6 69.669.669.669.6 83.683.683.683.6 89.189.189.189.1 94.694.694.694.6 92.192.192.192.1 88.788.788.788.7 83.583.583.583.5 76.776.776.776.7 70.170.170.170.1 62.762.762.762.7 55.855.855.855.8 51.151.151.151.1
05
1015
2025
30

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

億円

01020
304050
607080
90100新規発行額元金償還金利子償還金末現在高

 町債残高（ま だ返済 し て い な い額は）、一般会 計 で 平 成 １ ３ 年 に９４億６千万円とピークを迎え 、 そ の 後 は 、プラ イマリーバランス の 黒 字 化 や 大型建設事業の縮小な ど に よ り 、 町債残高は 平 成 ２ １ 年 度 決算４８億円と 減少傾向 に あ り ま す 。  平 成 ２ １ 年 度 決算に お け る 住 民 一人当た り約８３万８千円程度 、 １ 世帯当た り約１８７万９千円程度 と な っ て い ま す 。  （平 成 ２ ２ 年 ３月末人口及び世帯数）  参 考 に 一般会 計 、各特別 会 計 、公営企業会 計 の 平 成 ２ １ 年 度 決算に よ る町債残高は 、８１億４千万円で 住 民 一人当た り約１４０万円程度 、 一 世帯当た り ３ １ ５万円程度 と な っ て い ま す 。  公債費（毎年返済 し て い く額）は 、 平 成 １７年 度 に １ １億５千万円とピークを迎え ま し た が 、 町債の返済 に は １ ２ 年程度 の 期間を 要 す る こ と 、 さら に は 町債の返済額は 、固定 金利方式で毎年 同じ額を返済 し て い か な け ればな ら な い こ と か ら 、 今 後 も 急激な 減少は 見込め な い こ と と な り ま す 。  こ の た め 、プラ イマリーバランス を 考慮し 、 将 来 へ の負担が増加 し な いよ う に 、過疎債な ど普通交 付 税 の 基 準 財 政需要額に算入す る 有利な 町債発行 に 努 め な け ればな り ま せん。  

 

 ※ 参考 プライマリーバランスとは、その年度に新規発行する町債の額を償還元金の額以下に抑えることです。  
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（ ６ ） 経 常 収 支 比 率 及 び 財 政 健 全 化 判 断 比 率 等 の 状 況  ①経常収支比率   義 務 的 経費な ど の 支払い に 充 て る 財 源（歳入）の割合 を 示 し た 指数を 経常収 支 比率と い い ま す 。  家計 に例 え る と 、 住居費や 光熱 水費 な ど の よ う な毎 月 確 実 に 支 出 さ れる 経費に 対 す る 、 給料の よ う な毎月 決 ま っ て 得ら れ る 収入の割 合 を表 した も の に な り ま す 。 こ の値 が 大 き く な るほど 、 新 た な 住 民ニー ズに 対 応す る た め の 行 政サ ービス に 充 て る 財 源 に乏し く 、 財 政 構造の弾 力性 が 失われ つ つ あ る こ と を意味し て い ま す 。従来 、 適正な値 は 町村で ７０～ ７５％、市 で７５％ ～８０％ と いわれ て き ま し た が 、 現 状 で はほ とんど の地 方 自 治 体 が適正な範囲を超え て し ま っ て い ま す 。  津 別 町 は 、グラ フ の と お り率が高い 水 準 に あ り 、 財 政 の硬直 の 状態に あり ま す 。  

 経常収支比率の推移  

71.4 71.8 74.5 72.1 74.9 76.4 75.1 75.7 77.1 78.4 79.6 80.7 83.3 86.9 86.5 89.2 86.9 86.4 85.7 88.9 85.850.055.060.065.070.075.080.085.090.095.0100.0

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度１０年度１１年度１２年度１３年度１４年度１５年度１６年度１７年度１８年度１９年度２０年度２１年度経常収支比率②公債費比率・起債制限比率・実質公債費比率   公債費（元金及び利子償還）の 支払い に 充 て る 財 源（歳入の うち一般財源）の割 合 を 示 し た 指 標 を 公債費比 率と い い ま す 。 こ の 指 標 も 、 経常 収支 比率と 同 様 に 財 政 の硬直 化 を図る 目安と な り ま す 。  ま た 、 地 方債 の 発 行 の制限 指 標 と さ れ て き た 起債制 限 比率に 変 わり 、地 方 自 治 体 の債務 （借金） を よ り 厳 密に表す 指 標 と し て 、 平 成 １７年 度か ら 実質公債比率が導入さ れ る こ と と な り ま し た 。  公債費比率は １ ５％を超え る と黄信号、 ２ ０％を超え る と 赤信号と いわれ て い ま す 。 津 別 町 に お い て は 平 成 １６年 度 か ら １８年 度 ま で １ ５％を超え て い ま し た が 、 そ の 後起債を抑え て き た こ と に よ り 年々減少し てい ま す 。  実質公債 費比 率は １８％以 上が 許可 制、 ２ ５ ％を超 え る と 原 則 、 地 方
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債の許可 が制限 さ れ ま す 。  

 公債費比率・起債制限比率の推移  

11.8 9.0 11.7 14.015.4 13.0 5.9 7.3 8.8 10.712.9 12.1 10.4 9.8 7.8 7.1 7.4 7.9 8.2 7.8 8.9 16.816.4 15.8 14.6 14.1 12.811.1 10.0 9.0 8.0 7.2 6.3 5.7 5.5 5.4 5.5 11.9 12.3 11.6 10.9 10.1
0.02.04.06.08.010.012.014.016.018.020.0

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度１０年度１１年度１２年度１３年度１４年度１５年度１６年度１７年度１８年度１９年度２０年度２１年度公債費比率 起債制限比率
 ③財 政 健 全 化判断比率・資金 不足比率   平 成 １９年６月に「 地 方公共団体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 す る 法律（以下「 法律」と い う 。）が公布さ れ 、平 成 １９年 度 決算以降か ら 全 て の 地 方 自 治 体が 、 健 全 化判断比 率及び資 金 不足比 率を監査 委 員 の審 査に 付 し た上で 議会 に報告 し 、公表す る こ と が 義 務 付 け さ れ ま し た 。  さ ら に 平 成 ２ １ 年 度 に 法律 が 全 面施 行 さ れ 、 平 成 ２ ０ 年 度 決算 か ら早期 健 全 化 基 準等以 上と な っ た 場 合 に 財 政 健 全 化 計 画等 の 策 定 が 義 務 付 けら れ る こ と と な り ま し た 。  【健 全 化判断比率】  （ア）実質赤 字 比率    地 方 公共団体 の 一般会 計等の 赤 字 の程度 を 指 標 化 し 、 財 政 運 営 の 悪化 の 度 合 い を 示 す 指 標 で す 。  （イ）連結実質赤 字 比率    全 て の 会 計 の 赤 字 や 黒 字 を 合算 し 、 地 方 公共団体 と し て の 赤 字 の 程度 を 指 標 化 し 、 地 方公共団 体 全 体 と し て の 財 政 運 営 の 悪 化 の 度 合 い を示 す 指 標 で す 。  （ウ）実質公債費比率    借入金（地 方債）の返済額及びこ れ に 準じる額の 大 き さ を 指 標 化 し 、資金繰り の程度 を 示 す 指 標 で す 。  （エ）将 来負担比率    地 方 公共団体 の 一般会 計等の借 入金（地 方債）や 将 来 支払 っ て い く可 能 性 の あ る 負担 等の 現 時 点で の残 高を 指 標 化 し 、 将 来 財 政 を 圧迫する 可 能 性 を圧迫す る 可 能 性 の 度 合 い を 示 す 指 標 で す 。  【資金 不足比率】  地 方公共団体 の公営企業会 計ごと の資金 の 不足額の事業規模に 対 す る
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比率で す 。  公営企業 の資 金 不 足を 、公 営企 業の 事業規模 で あ る 料 金 収入の 規模と比較し て 指 標 化 し 、 経 営 状態の 悪 化 の 度 合 い を 示 す 指 標 で す 。  

 健全化判断比率・資金不足率の推移  0.000.00 14.00.0
0.000.00 14.90.0
0.000.00 16.75.2

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00実質赤字比率連結実質赤字比率実質公債費比率将来負担比率 ２１年度 ２０年度 １９年度
 

２  中 期 財 政 計 画 の 策 定 と 計 画 の 目 標   津 別 町 財 政 の特 徴を下に 、 今 後 の 制度 改正 や 平 成 ２ １ 年 度 ま で の 行 財政 改 革 に よ る 取 り 組 み な ど 、 現 時点 で想定 さ れ る試算 条件を 踏 ま え て 、平 成 ２ ２ 年 度 か ら 平 成 ２６ 年 度 ま で の普通会 計 に お け る 中 期 財 政 計 画 を示 し ま す 。  （１）財 政 の 持 続 可 能 性 の 要件分析    国 の 三 位 一 体 の 改 革 の 影 響 や少 子高齢化 社会 の 進 展 な ど に よ り 、 地方 財 政 を 取 り 巻 く 環 境 は 、 厳 し い 状 況 が 加 速 さ れ て い く も の と 考 え られ 、 自 治 機 能 の喪 失と も い え る 財 政 再生団体 も 現 実 の も の と な り かねま せん。    し か し な が ら 、セーフ ティネッ トを はじ め と す る 必 要 不 可 欠な公 共サービス の提 供や 社会 基 盤 の整 備は 、 基 礎 自 治 体 と し て 住 民 に 果た すべき責務 で あ り 、使命と 受 け 止 め ま す 。  

 ＜総 合 計 画 の着実 な 実 行＝住 民福祉の 向上＞   総 合 計 画 実施 計 画 の 着実 な 実 行 と 展開 を図 る た め に は 、 施策 の 選択 と集中 に よ る 財 源 の 効率 的 な 活 用 と 住 民 協 働や 民 間活 力 の導 入な ど が重 要で あ る こ と か ら 、常に仕組 み を 見 直 し て い く こ と が 必 要 で す 。  

 ＜経 済 性 ・ 効率性 の 推 進＝収 支 の均衡＞   庁内に あ っ て は 、そ れぞれ の 経 営資源 の所管が 分散し て い る こ と か ら 、機動 的 ・ 効 果的 な 運 用 体制 や 庁内 横 断的 か つ 戦 略 的 な 事務 事業 の 取 り 組み が 必 要 と な っ て き ま す 。  
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 ま た 、 事 務事 業 の 実 施に あ た っ て は 、 一 層 の 経 済 性 ・ 効 率性 を 進 め てい か な け ればな り ま せん。  

 ＜将 来負担の適正化＝将 来 へ の責任＞   プラ イマリーバランス を 考慮し 、町債発 行 を慎重に し て い か な け れば、町債 残高 、 公債 費 と も に増 加 し 、 将 来 へ の負 担 が増 加 す る こ と と な り ます 。  

  こ の よ う に 持 続 可 能 な 財 政 運 営 を 行 っ て い く た め に 必 要 な こ と は 、「 住民福 祉の 向 上を 図 り 、 収 支 の 均衡 と 将 来 へ の 責 任を 果 た す 」 こ と が 必 要で あ る と い え ま す 。  

 

（１）計画の目 標   ①収支均衡を保つための調整財源確保としての基金残高    毎年 度 の 収 支均衡、あ る い は 、収入が 支 出 を上回 ら な い 限 り 、年 度間の 財 源調整の た め の 基 金 を 保 有 す る 必 要 が あ り ま す 。    ま た 、 年 度間 の 財 源 不 足を補う た め の 財 源調整と し て の 基 金 を 保 有す る こ と は 、 災害 な ど 、緊 急 の 行 政 課題へ の 迅速 な 対 応を 可 能 に し 、か つ 、弾 力性 を 実 質的 に担 保 す る も の で あ る こ と か ら 、 基 金残 高の 確保 を 財 政 計 画上の 目 標 と し ま す 。      ②将 来 にわた る 財 政負担の適正化 と し て の 町債残高    津 別 町 のプラ イマリー バランス は 、既に 黒 字 化 し 、 町債残 高は 減 少傾向 に あ り ま す が 、過去に お い てバ ランス に 欠け た 財 政 運 営 を 行 っ てき た こ と も あ り 、 後 世代へ 転嫁 し な い た め に 、 町債 残 高の 減少 を 財 政計 画上の 目 標 と し ま す 。    こ の た め 、 後 世代へ転 嫁し な い た め に 町 債残高の 減少を 財 政 計 画 上の 目 標 と し ま す が 、 国 の制度 改正や制度 変 更等に 基づき 、 地 方 自 治 体の 財 政 状 況 や 財 政規模な ど も多分 に左右さ れ る も の で あ る こ と か ら 、今 後 もプラ イマリーバランス の 黒 字 化 を 目 標 と し ま す 。  

 

（ ２ ） 試 算 前 提 条 件   平 成 ２ ２ 年 度 に つ い て は 、平 成 ２ ２ 年 度当初予算額を 目 的 別又は 性質別に 計上し て い ま す 。 平 成 ２ ３ 年 度以降に つ い て は 、 現 段 階 に お い て 総 合計 画 に 基づき 計 画 さ れ て い る 実施計 画 の 中 で 、 財 政 状 況 も勘案 し 、 平 成２ ２ 年 度 の 性質別 計 画額を 基 本ベース に 新規事業３ ０ ０万円以上の も のを積み上げ推 計 し て お り ま す 。  な お 、 個別 の 推 計 方 法 に つ い て は 、 以下の 条件に よ り 推 計 し て い ます 。  【歳入】  ○町 税  各税 目及び各区分 こ と に 現 行 税率を 基 に調定額を積算し 、 平 成 ２ ２
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年 度当初見込み 収納率な ど を 乗じて算出 。  個人住 民 税 に つ い て は 、均等割に お い て 、各年 度 、納税 義 務者数 を各年 度▲２％減 を 見込み 推 計 。所得割に お い て は 、所得の低下や 本 町の人口構造の特徴な ど に よ る 減 収 要因や 税制改正に伴う普通扶養控除（ 0 歳か ら 15 歳）の 廃 止 と特定扶養控除（ 16 歳か ら 18 歳）の縮減 によ る 要因な ど を勘案 し▲２．５％か ら▲２．７％の間で の 減 と し て 推計 。  法人町 民 税 に つ い て は 、均等割に お い て 、各年 度▲１．３％の 減 とし て 推 計 。 法人税割に お い て 、均等割と 同 様 に各年 度▲１．３％の間で の 減 と し て 推 計 。     固定資産税 に つ い て は 、 ３ 年ごと の評価替え を 加味し 、各年 度 の課税 標 準額の 推 計 を 行 い 、軽減 ・ 減免措置 を控除し 推 計 。土地 に お い ては 、▲１．０％か ら▲３．０％の間で の 減 と し て 推 計 。家屋に お い ては 、課税 標 準額の増額要因や評価替え 後 に お け る過去の 減少割合 な どを勘案 し 、▲１％か ら▲２％の間で の 減 と し て 推 計 。償却資産に お いて は 、 景 気低迷に よ る 設備投資に よ る 減 収 要因を 見込み▲５％の 減 とし て 推 計 。  軽自動車税 に つ い て は 、人口減少を勘案 し 、▲２．７％の 減 と し て推 計 。  たばこ 税 に つ い て は 、喫煙率低下に よ る 減 収 要因を勘案 し 、▲７ ％の 減 と し て 推 計 。  入湯税 は 、森の 健康館の い り込み客数を 見込み 推 計 。  

 ○使用料・手数料   使用料及び手数料に つ い て は 、過去の 実績に 基づき▲３．１％か ら▲６．６％の間で の 減 と し て 推 計 。    ○そ の他収入  繰入金 に つ い て は 、代替輸送確 保 対 策 基 金 を毎年 度 ３千５百万円 取り崩す こ と で 推 計 。  そ の他収入に お い て は 、 基 金利息積立 を毎年 度 ２ ０ ０万円と し 、 その他（分担金及び負担金 、諸収入）に つ い て は 、通常分 を固定 し 推 計 。  

 ○地 方 交 付 税  平 成 ２ ２ 年 度 の普通交 付 税 決算見込額をベース に 、 平 成 ２ ３ 年 度 から 平 成 ２６年 度 ま で に お い て は 、 現 時点で の 国 の動向 と 本 町 の特殊要因を 加味し 、毎年 度▲３％の 減 と し て 見込み 推 計 。  特別 交 付 税 に つ い て は 、 こ の 交 付 税 の特殊要因等を勘案 し 平 成 ２ ２年 度当初予算額と 同額と し て 推 計 。  

 ○国庫支 出 金及び道 支 出 金 、 町債  国庫支 出 金及び道 支 出 金 に つ い て は 、 平 成 ２ ２ 年 度 決算見込ベー スで通常実施さ れ て い る事業額に つ い て は固定 し 、 平 成 ２ ３ 年 度以降に
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つ い て は 、 総 合 計 画 の 実施計 画 か らハード・ソフト事業３ ０ ０万円以上の事業に つ い て特定 財 源 を勘案 し 推 計 。     町債に つ い て は 、 住生活 基 本 計 画 で整備さ れ る 住宅債や過疎地 域 自立市町村計 画 に搭載さ れ て い る過疎債の 対象と な る事業を 推 計 。  臨時 財 政 対 策債に つ い て は 、 今 後 の 国 の動向 は 不透明で す が 、 平 成２ ３ 年 度以降２億円で固定 。  

 ○譲与税 、 交 付 金     譲与税 、交 付 金 関係は 、平 成 ２ ２ 年 度 決算見込額をベース と し て 推 計 。 
 【歳出】  ○人件費     平 成 ２ ２ 年 度 の 一般会 計職員数に 、 定 員適正化管理計 画 に 基づき 今後 の 新規採用予定者の人数を 考慮し 推 計 。そ の他の人件費に つ い て は 、平 成 ２ ２ 年 度 の 決算見込額を固定 。  

 ○扶助費   平 成 ２ ２ 年 度 決 算見込 額を 基 本 と し て 、 本 町 の 人口 構造を 勘案 し 推計 。  

 ○公債費     平 成 ２ ２ 年 度 決算見込み に 基づく償還計 画 に 加 え 、 新規起債発 行 につ い て は 、 総 合 計 画 実施計 画 に お け る起債額の積み上げに よ り償還額を 年 度毎に試算し 推 計 。  

 ○普通建設事業費     平 成 ２ ２ 年 度 の 決算見込額を 基 本 と し て 、 平 成 ２ ３ 年 度以降に つ いて は 、 総 合 計 画 実施計 画 に お け る １件３ ０ ０万円以上の普通建設事業費の積み上げに よ り償還額を各年 度 に試算。  

 ○繰出 金     平 成 ２ ２ 年 度 決算見込額を 基 本 に 、特別 会 計事業の 総 合 計 画 実施計画 を積み上げし て 推 計 。  

 ○物件費、維持補修費、補助費等、積立 金 、投資・ 出資・貸付 金     物件費に つ い て は 、単年 度 で 大幅に増減 す る特殊要因が想定 さ れ ます が 、 平 成 ２ ２ 年 度 決算見込額か ら▲２％の 減額を 基 本 と し て 、 総 合計 画 の 実施計 画 の積み上げに よ り 推 計 。     補助費等に つ い て は 、 平 成 ２ ２ 年 度 決算見込額を 基 本 と し て 総 合 計画 の 実施計 画 の積み上げに よ り 推 計 。     積立 金 に つ い て は 、各年 度 に お い て 基 金利息及び基 金積立額を 推 計 。    維持補修費に つ い て は 、 平 成 ２ ２ 年 度 決算見込額に お い て は 国 の 経
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済 対 策 に よ り投資的 経費に 計上し た こ と に よ り 平 年ベース を 基 本 に 同額と し て 推 計 。  
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（ ４ 〉 中 期 財 政 計 画 の 策 定決 算 見 込 額 伸 率 計 画 額 伸 率 計 画 額 伸 率 計 画 額 伸 率 計 画 額 伸 率5 3 1 , 8 4 2 ▲  1 . 4 5 3 6 , 1 2 4 0 . 8 5 0 3 , 7 8 2 ▲  6 . 0 4 9 1 , 9 7 2 ▲  2 . 3 4 8 1 , 2 7 9 ▲  2 . 21 4 7 , 8 9 6 ▲  6 . 6 1 4 3 , 3 3 7 ▲  3 . 1 1 3 7 , 2 3 1 ▲  4 . 3 1 3 1 , 5 6 3 ▲  4 . 1 1 2 6 , 3 0 0 ▲  4 . 03 4 1 , 8 1 6 ▲  2 6 . 1 9 5 , 7 5 0 ▲  7 2 . 0 9 5 , 7 5 0 0 . 0 9 5 , 7 5 0 0 . 0 9 5 , 7 5 0 0 . 01 , 0 2 1 , 5 5 4 ▲  1 1 . 9 7 7 5 , 2 1 1 ▲  2 4 . 1 7 3 6 , 7 6 3 ▲  5 . 0 7 1 9 , 2 8 5 ▲  2 . 4 7 0 3 , 3 2 9 ▲  2 . 22 , 9 0 9 , 3 1 5 2 . 5 2 , 8 2 2 , 5 3 0 ▲  3 . 0 2 , 7 3 8 , 2 6 3 ▲  3 . 0 2 , 6 5 6 , 4 3 9 ▲  3 . 0 2 , 5 7 6 , 9 8 4 ▲  3 . 03 2 5 , 2 4 9 1 7 . 2 3 3 0 , 1 6 8 1 . 5 1 9 2 , 8 1 9 ▲  4 1 . 6 3 9 9 , 4 8 9 1 0 7 . 2 2 4 5 , 6 6 9 ▲  3 8 . 52 9 5 , 2 7 9 ▲  5 8 . 4 1 1 5 , 7 1 3 ▲  6 0 . 8 1 1 3 , 2 1 3 ▲  2 . 2 1 1 3 , 2 1 3 0 . 0 1 1 3 , 2 1 3 0 . 01 6 9 , 0 9 7 ▲  1 0 . 8 1 6 4 , 0 2 4 ▲  3 . 0 1 5 9 , 1 0 3 ▲  3 . 0 1 5 4 , 3 2 9 ▲  3 . 0 1 4 9 , 6 9 9 ▲  3 . 04 0 7 , 7 2 0 4 . 3 5 9 0 , 1 0 0 4 4 . 7 3 9 7 , 9 0 0 ▲  3 2 . 6 9 9 4 , 3 0 0 1 4 9 . 9 4 6 1 , 0 0 0 ▲  5 3 . 64 , 1 0 6 , 6 6 0 1 . 9 4 , 0 2 2 , 5 3 5 ▲  2 . 0 3 , 6 0 1 , 2 9 8 ▲  1 0 . 5 4 , 3 1 7 , 7 7 0 1 9 . 9 3 , 5 4 6 , 5 6 5 ▲  1 7 . 95 , 1 2 8 , 2 1 4 ▲  1 . 2 4 , 7 9 7 , 7 4 5 ▲  6 . 4 4 , 3 3 8 , 0 6 1 ▲  9 . 6 5 , 0 3 7 , 0 5 5 1 6 . 1 4 , 2 4 9 , 8 9 4 ▲  1 5 . 6決 算 見 込 額 伸 率 計 画 額 伸 率 計 画 額 伸 率 計 画 額 伸 率 計 画 額 伸 率人 件 費 1 , 0 2 6 , 2 3 2 ▲  1 . 7 9 9 0 , 8 2 2 ▲  3 . 5 9 1 1 , 2 3 4 ▲  8 . 0 8 8 3 , 2 0 6 ▲  3 . 1 7 9 7 , 0 0 8 ▲  9 . 8う ち 職 員 給 6 5 4 , 1 9 3 ▲  5 . 3 6 2 1 , 1 9 3 ▲  5 . 0 5 5 9 , 1 9 3 ▲  1 0 . 0 5 3 7 , 1 9 3 ▲  3 . 9 4 7 0 , 1 9 3 ▲  1 2 . 5扶 助 費 3 1 6 , 9 2 0 3 8 . 6 3 1 2 , 9 5 8 ▲  1 . 3 3 0 9 , 0 4 6 ▲  1 . 3 3 0 5 , 1 8 2 ▲  1 . 3 3 0 1 , 3 6 7 ▲  1 . 3公 債 費 8 5 0 , 3 7 3 ▲  1 1 . 1 7 1 9 , 2 5 8 ▲  1 5 . 4 6 1 2 , 6 0 8 ▲  1 4 . 8 5 6 4 , 4 3 2 ▲  7 . 9 5 1 8 , 9 0 6 ▲  8 . 1物 件 費 7 7 8 , 4 3 9 1 4 . 8 7 2 9 , 6 5 8 ▲  6 . 3 7 1 4 , 9 2 1 ▲  2 . 0 6 7 8 , 6 6 6 ▲  5 . 1 6 6 7 , 5 3 5 ▲  1 . 6維 持 補 修 費 4 9 , 9 3 4 ▲  2 6 . 1 6 7 , 5 8 8 3 5 . 4 6 7 , 5 8 8 0 . 0 6 7 , 5 8 8 0 . 0 6 7 , 5 8 8 0 . 0補 助 費 等 5 3 7 , 8 0 5 ▲  1 2 . 9 5 4 0 , 4 7 5 0 . 5 5 3 7 , 8 0 5 ▲  0 . 5 5 3 7 , 8 0 5 0 . 0 5 5 7 , 8 0 5 3 . 7小   計 3 , 5 5 9 , 7 0 3 ▲  0 . 9 3 , 3 6 0 , 7 5 9 ▲  5 . 6 3 , 1 5 3 , 2 0 2 ▲  6 . 2 3 , 0 3 6 , 8 7 9 ▲  3 . 7 2 , 9 1 0 , 2 0 9 ▲  4 . 2積 立 金 2 1 5 , 4 9 5 ▲  4 5 . 4 6 7 , 4 8 3 ▲  6 8 . 7 6 0 , 5 1 6 ▲  1 0 . 3 5 8 , 4 9 7 ▲  3 . 3 5 9 , 6 8 1 0 . 0投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金 3 , 0 0 0 0 . 0 3 , 0 0 0 0 . 0 3 , 0 0 0 0 . 0 3 , 0 0 0 0 . 0 3 , 0 0 0 0 . 0繰 出 金 5 8 0 , 1 8 8 ▲  6 . 7 6 0 0 , 5 2 7 3 . 5 5 9 2 , 1 3 8 ▲  1 . 4 5 9 2 , 5 4 8 0 . 1 5 9 7 , 6 4 4 0 . 9小   計 7 9 8 , 6 8 3 ▲  2 1 . 7 6 7 1 , 0 1 0 ▲  1 6 . 0 6 5 5 , 6 5 4 ▲  2 . 3 6 5 4 , 0 4 5 ▲  0 . 2 6 6 0 , 3 2 5 1 . 0普 通 建 設 事 業 費 7 6 9 , 8 2 8 ▲  4 . 8 7 6 3 , 8 7 6 ▲  0 . 8 5 2 7 , 1 0 5 ▲  3 1 . 0 1 , 3 4 4 , 0 3 1 1 5 5 . 0 6 7 7 , 2 6 0 ▲  4 9 . 6災 害 復 旧 事 業 費 0 0 . 0 2 , 1 0 0 皆 増 2 , 1 0 0 0 . 0 2 , 1 0 0 0 . 0 2 , 1 0 0 0 . 0小   計 7 6 9 , 8 2 8 ▲  4 . 8 7 6 5 , 9 7 6 ▲  0 . 5 5 2 9 , 2 0 5 ▲  3 0 . 9 1 , 3 4 6 , 1 3 1 1 5 4 . 4 6 7 9 , 3 6 0 ▲  4 9 . 55 , 1 2 8 , 2 1 4 ▲  1 6 . 0 4 , 7 9 7 , 7 4 5 ▲  6 . 4 4 , 3 3 8 , 0 6 1 ▲  9 . 6 5 , 0 3 7 , 0 5 5 1 6 . 1 4 , 2 4 9 , 8 9 4 ▲  1 5 . 6
実 質 公 債 費 比 率※ 基 金 に つ い て は 、 取 崩 し で き る 基 金 の 財 政 調 整 基 金 、 減 債 基 金 、 特 定 目 的 基 金 、 土 地 開 発 基 金 に つ い て 積 立 、 取 崩 し 、 残 高 を 推 計 。※ 平 成 ２ ２ 年 度 決 算 見 込 額 に つ い て は 、 国 の 経 済 対 策 に よ る 費 用 は 見 込 ん で い な い 。 8 . 81 2 . 8 1 1 . 6 1 0 . 1 9 . 6 2 , 6 4 0 , 6 3 78 4 . 4 3 8 6 . 0 1 8 4 . 8 9 8 7 . 0 2 8 4 . 4 62 , 6 5 7 , 2 9 9 2 , 5 2 3 , 5 9 4 2 , 2 8 9 , 6 7 2 2 , 6 9 6 , 6 6 0 5 , 0 7 0 , 7 3 62 , 1 9 0 , 4 6 5 2 , 2 6 7 , 5 0 8 2 , 3 3 4 , 7 3 3 2 , 3 8 7 , 6 2 7 2 , 4 3 0 , 0 9 94 , 8 4 7 , 7 6 4 4 , 7 9 1 , 1 0 2 4 , 6 2 4 , 4 0 5 5 , 0 8 4 , 2 8 72 , 7 6 2 , 0 5 3 2 , 7 8 7 , 5 6 9 2 , 8 1 1 , 0 6 6 2 , 8 3 5 , 7 4 7経 常 収 支 比 率 6 0 , 5 1 6 5 8 , 4 9 7 5 9 , 6 8 11 4 8 , 2 6 7 3 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 02 , 7 2 9 , 5 7 0基 金 残 高町 債 残 高 （ Ａ ） ＋ （ Ｂ ）〈 Ａ ） 臨 時 財 政 対 策 債 残 高（ Ｂ ） そ の 他 町 債 残 高 2 1 5 , 4 9 5 6 7 , 4 8 3基 金 積 立 額基 金 取 崩 額 0 0 0 0投 資 的経 費 歳 出 合 計収 支 （ 歳 入 － 歳 出 ） 0

義 務 的経 費経常的経費そ の 他経 費
町 債小   計歳 入 合 計依存財源 地 方 交 付 税国 庫 支 出 金道 支 出 金譲 与 税 ・ 交 付 金 平 成 ２ ５ 年 度 平 成 ２ ６ 年 度

平 成 ２ ５ 年 度
平 成 ２ ２ 年 平 成 ２ ３ 年 度 平 成 ２ ４ 年 度

自主財源 区 分小    計 平 成 ２ ６ 年 度町 税使 用 料 ・ 手 数 料そ の 他 収 入 平 成 ２ ２ 年 平 成 ２ ３ 年 度 平 成 ２ ４ 年 度
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３  財 政 運 営 の 指 針 と な る 中 期 財 政 計 画   町 行 政 は 、 住 民 と の 対 話 を 重 視 し 、 様 々 な 地 域 課 題 を 真 摯 に 受 け 止 め 。現 在 の 本 町 を 取 り 巻 く 環 境 な ど 客 観 的 に 分 析 し な が ら 、 住 民 サ ー ビ ス の 向上 と 持 続 可 能 な 財 政 運 営 を 実 現 さ せ る こ と に な り ま す 。   本 計 画 は 、 自 主 財 源 の 乏 し い 本 町 に と っ て 、 国 の 動 向 如 何 に よ っ て 、 総合 計 画 の 実 施 計 画 及 び 事 務 事 業 の 見 直 し 等 が 余 儀 な く さ れ る 財 政 構 造 と なっ て い ま す 。  こ の た め 、 本 計 画 は 過 去 の 財 政 状 況 を 分 析 し 、 そ の こ と を 教 訓 と し て 総合 計 画 実 施 計 画 の 中 か ら 計 画 を 選 択 し 、 現 段 階 に お け る 国 の 動 向 な ど を 勘案 し 策 定 し ま し た が 、 こ れ か ら の ま ち づ く り に 当 た っ て 、 住 民 ニ ー ズ の 多様 化 な ど 行 政 に 求 め ら 課 題 も 想 定 さ れ る だ け に 毎 年 度 見 直 し を 行 う 中 か ら予 算 編 成 を 行 う 過 程 に お い て の 指 針 と 位 置 づ け る も の で す 。  

 

   


